
（関連分野） 

教育、若者支援 

（事業の名称） 

 放課後子ども教室  

〔国事業名：放課後子ども教室推進事業（放課後子どもプラン）〕 

（関係省庁名） 

文部科学省 

事業の概要 

（事業内容） 

・ すべての子どもを対象とし、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、安全・安心

な子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化

芸術活動、地域住民との交流活動等の取組を実施する。 

・ 市町村から事業の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことが可能。 

（実施場所） 

   学校の余裕教室、公民館、児童館等子どもたちが安全・安心に活動できる場所 

（必要な人員） 

子どもたちの安全管理、学習やスポーツ等の様々な活動のサポートを行なうために、地

域の人材を活用する。 

（利用料） 

   参加は原則として無料。実費負担等はあり。 

（事業に係る関係者の役割） 

 ・安全管理員・・・・・・放課後子ども教室実施にあたり、子どもたちの安全管理を図る。

 ・学習アドバイザー・・・学ぶ意欲がある子どもたちに対して、学習機会を提供する取組の

充実を図る。 

 ・コーディネーター・・・域内の放課後対策事業の総合的な調整を図る。 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

無し 

（期待される効果） 

定性的効果 

・ 放課後や週末等の子どもの安全・安心な居場所づくりは、各自治体共通の課題であり、

今後も途切れることなく継続的事業として実施可能。 

・ 地域全体で子どもを見守り育むことを通じ、地域の教育力の向上や子どもの社会性等の

向上が期待され、地域再生、将来を支える人材の育成が可能。 

（先行事例） 

 ・ 放課後子ども教室推進事業（国庫補助事業） 

http://www.houkago-plan.go.jp を参照 

（期間後の取扱い） 

 ・ 市町村独自、あるいは国、都道府県の補助を受けた事業として実施可能。 

（関係省庁担当者連絡先） 

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課 専門官 竹田 / 係長 丹野 

  電話番号：03-6734-3260 / ファックス：03-6734-3281 

http://www.houkago-plan.go.jp/



